
県税の納税証明書を請求される皆様へ

宮崎県では、第三者が本人になりすまして不正な目的で納税証明書の請求を
行うことを防止し、納税者のみなさまの個人情報保護を図るために本人確認
を行っております。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

◎ 県税窓口で提示していただく「本人確認書類」について

（Ａ）公的機関が発行した写真付きの証明書（１点提示してください。）

個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード（写真付き）、
旅券（パスポート）、身体障害者手帳、療育手帳、
その他国又は地方公共団体の機関が発行した証明書（写真付き）

（Ｂ）上記の書類をお持ちでない場合（次の中から２点提示してください。）

個人番号通知カード、健康保険等の被保険者証、
住民基本台帳カード（写真なし）、年金手帳・証書各種、
その他国又は地方公共団体の機関が発行した証明書（写真なし）、
納税通知書・領収書、従業員証、学生証、本人名義の預金通帳、
キャッシュカード、クレジットカード、公共料金の領収書、診察券等

注意：(Ｂ)の書類を提示される場合は、一部番号等を記録させていただきます。

２点のうち少なくとも１点は住所が記載されたものを提示してください。

◎ 対象者及び必要な書類について

窓口に来られた方 本人確認のために必要な書類（窓口に持参してください。）

本人（個人） ①本人確認書類

法人の代表者 ①代表者本人確認書類
※納税証明請求書の納税者欄には、代表者名まで記載してください。

代理人 ①代理人本人確認書類
※個人のご家族、 ②委任状
法人の従業員など ※委任状は提出を要します。ただし、納税証明請求書の委任欄を利用する

場合は不要です。（次頁参照）

◎ 代理人が請求する場合の「委任状」について
委任状を提出される場合は、次の事項を必ず明記してください。

①代理人の住所・氏名
②委任する権限（納税証明書の請求及び受領に関する一切の権限等）
③委任した日付
④委任者（納税義務者）の住所・氏名
⑤日中連絡可能な電話番号

【お問い合わせ先】
宮崎県税・総務事務所 ☎ 0985-26-7271 日南県税・総務事務所 ☎ 0987-23-3771
都城県税・総務事務所 ☎ 0986-23-4516 小林県税・総務事務所 ☎ 0984-23-3194
高鍋県税・総務事務所 ☎ 0983-23-0213 日向県税・総務事務所 ☎ 0982-52-4147
延岡県税・総務事務所 ☎ 0982-35-1811
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＜納税者欄・代理人欄の記入方法＞
１．個人(本人)が直接請求する場合

２．個人の代理人が請求する場合（委任欄利用の例）

３．法人が直接請求する場合

４．法人の代理人が請求する場合（委任欄利用の例）

県 税 太 郎

ｹﾝｾﾞｲ ﾀﾛｳ

宮崎市橘通東○－○－○

０９０－××××－○○○○

県 税 太 郎

ｹﾝｾﾞｲ ﾀﾛｳ

宮崎市橘通東○－○－○

０９０－××××－○○○○

宮崎市橘通東○－○－○

県税 花子

０９０－△△△△－□□□□

☑

・納税者欄に、
住所、氏名、フリガナ、
日中に連絡のとれる電話番号
を記入します。

・委任欄、代理人欄の記入は
不要です。

・納税者欄に、
住所、氏名、フリガナ、
日中に連絡のとれる電話番号
を記入します。

・委任欄に☑を入れます。

・代理人欄に、窓口に取りに
来られる方の住所、氏名、電
話番号を記入します。

※委任欄を使用する場合は、
あらかじめ記入してからお持
ちください。この場合、委任
状を別途提出する必要はあり
ません。

県税商事 株式会社
代表取締役 宮崎 一郎

ｹﾝｾﾞｲｼｮｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸﾐﾔｻﾞｷｲﾁﾛｳ

宮崎市橘通東○－○－○

０９８５－××－○○○○

県税商事 株式会社
代表取締役 宮崎 一郎

ｹﾝｾﾞｲｼｮｳｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸﾐﾔｻﾞｷｲﾁﾛｳ

宮崎市橘通東○－○－○

０９８５－××－○○○○

☑

宮崎市橘通東○－○－○

県税 花子

０９０－△△△△－□□□□

・納税者欄に、
住所、法人名、代表者の役職
及び氏名、フリガナ、
日中に連絡のとれる電話番号
を記入します。

・委任欄、代理人欄の記入は
不要です。

・納税者欄に、
住所、法人名、代表者の役職
及び氏名、フリガナ、
日中に連絡のとれる電話番号
を記入します。

・委任欄に☑を入れます。

・代理人欄に、窓口に取りに
来られる方の住所、氏名、電
話番号を記入します。

※委任欄を使用する場合は、
あらかじめ記入してからお持
ちください。この場合、委任
状を別途提出する必要はあり
ません。


